
施設の利用料 附属設備利用料

午前 午前・午後 面 定 定 単位 利用料金

午前9時から 午前9時から 積 員 員 一式 5,000円

正午まで 午後5時まで ㎡ ① ② 一台 1,000円

31,300円 73,100円 792 800 400 一台 1,000円

15,700円 36,600円 396 400 200 一双 1,000円

7,900円 18,300円 198 200 100

4,000円 9,200円 99 100 50

備考 (1)　営利を目的として使用する場合は、上記利用料の２倍とします。

(2)　特別に電気・水道等を利用する時は、利用料の他、光熱水費の経費について実費を徴収します。

(3)　時間を超えて使用する時は、超過利用料を徴収します。この場合において、その利用料に

　　 30分未満の端数があるときは、これを30分に切り上げて計算します．

(4)　利用料は前納してください。

申込 キャンセル（還付金）

■ 受付開始日 ■ 使用日前に取り消した場合は、下記の基準で還付します。

展示場　全面 　使用日の１年前の日の属する月の初日 還付の割合

展示場　1/2 　使用日の10月前の日の属する月の初日

展示場　1/4 　使用日の6月前の日の属する月の初日     ■ 受付時間

展示場　1/8 　使用日の3月前の日の属する月の初日     ■ 開館時間

８　　割 　　　            夜間閉館時は午前９時００分  ～  午後５時３０分

次のいずれかに該当するときは、使用を許可できません。 ５　　割     ■ 休館日      月曜日（ただし、祝日・振替休日は開館）

   ①　公の秩序又は善良な風俗を害する恐れがあると認めるとき。 ２　　割 　 及び、年末年始（12月29日～1月3日）

　②　施設又は附属設備を毀損する恐れがあると認めるとき。 な　　し     ■ 駐車場  　80台程度

　③　管理上支障があると認めるとき。

　④　その他使用を不適当と認めるとき。

音響設備(マイク・カセット・CD)

7,900円

全　　額

使用日の3月前までに取消し

展示場

午後9時まで

(注)＊定員①：イス席のみ使用の場合　＊定員②：机・イスを使用の場合

9,200円 13,100円

超過利用料

30分

1,400円

附属設備名

プロジェクター（移動式）5,300円

金屏風

700円

プラズマディスプレイ

夜間

展示場　全面

展示場　1/2

26,100円

73,100円41,800円

20,900円 36,600円

18,300円

(6)   定員は施設の利用方法(机や椅子の設置方法など)により異なってきますので参考値としてください。

4,000円

全日

午前9時から

31,300円

52,200円

午後9時まで午後9時まで

104,400円

15,700円

10,500円

午後6時から

    午前９時００分　～　午後５時３０分

附属設備使用料は、使用前迄に取消した時には、全額還付

使用者の責任で無い理由で使用不可の場合

使用日の3月前から30日前までに取消し

使用日の29日前から7日前までに取消し

使用日の6日前から前日までに取消し

    午前９時００分　～　午後９時００分

*施設の利用料の備考(5)参照

使用区分

午後5時まで

午後

午後1時から

【明石市立産業交流センター　利用料金のご案内　平成30年4月1日から】

当日取消し

市が公益上の理由で使用許可を取り消した時

午後・夜間

午後1時から

(5)   附属設備利用料は、午前・午後・夜間の使用区分をもってそれぞれ１回として計算します。（全日使用は３回として計算）

2,700円

展示場　1/8 5,300円

展示場　1/4



明石市立産業交流センター お申込み方法 

■お申し込みにあたって■  
 

(1)展示場 全面は使用日の１年前の日の属する月の初日からお申し込みいただけます。 

(2)展示場 1/2 面は使用日の 10 月前の日の属する月の初日からお申し込みいただけます。 

(3)展示場 1/4 面は使用日の 6 月前の日の属する月の初日からお申し込みいただけます。 

(4)展示場 1/8 面は使用日の 3 月前の日の属する月の初日からお申し込みいただけます。 

  ※だだし、月初めが休館の場合は翌日となります。 
 

◇月初めの申し込みにおいて、同じ日・時間帯・同じ施設に複数の申し込みがあった場合は、抽 

選となります。その後は先着順に受付となります。 
 
※ FAX で申し込まれる際の「使用許可申請書」はこちらからダウンロードできます。 

 
 

■ご予約の流れ■ 

１．お問合せ お問合せ電話番号 ０７８－９３６－７９１５ 
 

ご希望の日程の空き状況、ご利用の付帯設備、利用料金などを 

ご相談ください 
 
※ 本財団ウェブサイト（URL http://www.aicc.or.jp）からも各会議室の

空き状況、利用料金をご確認いただけます。 

※ ウェブサイト上で空室表示であっても、予約の関係でご利用いただけない

場合があります。 

※ 初めて当館をご利用のお客様には、注意事項等を説明させて頂きますの

で、ご来館くださいますようお願いいたします。 

２．仮予約 仮予約をお申し込みいただきます。 
 
※ 下記の事項を貸室受付担当にお申し出ください。（必須） 

・事業者名・電話番号・責任者名 

・利用料の支払い方法（「窓口払い」または「銀行振込」） 
 
※ 仮受付後、1 週間以内に申込み手続きをお済ませください。 

３．お申し込み 使用許可申請書を当館１階の貸館受付窓口にご提出いただきます。 
 
※ 遠方の方は、同申請書に必要事項をご記入の上、 

ＦＡＸ０７８－９３６－７９３９ へ送信してください。 

４．お支払い 利用料金を窓口にてお支払いただきます。 
※ お支払期限は仮受付日から 1 週間以内です。 
 
【銀行振込の場合】 

※ 原則前金制ですので、利用予定の会場と備品の利用料の請求書を 

送付いたします。 

お振込を確認後、当財団から「使用許可書」を発送いたします。 
 

５．使用許可書

お受取り 
使用許可書をお受け取りいただきます。 

６．キャンセル 使用日前に取り消される場合は、下記の基準で還付いたします.。 
還付の割合 展示場 

全 額 ・ 使用日の 3 月前までに取消し 

・ 使用者の責任で無い理由で使用不可の場合 

・ 市が公益上の理由で使用許可を取り消した時 

8 割 使用日の 3 月前から 30 日前までに取消し 

５ 割 使用日の 29 日前から 7 日前までに取消し 

2 割 使用日の 6 日前から前日までに取消し 

※ 附属設備利用料は、使用日前までに取消した時には、全額還付します。 

 

http://www.aicc.or.jp/wp/wp-content/uploads/kyokashinseisho.pdf


FAX（078）936-7939

次のとおり使用の申請をします。

使 用 目 的
行事、会議等
の名称・内容

　[案内表示]

使 用 日 時

使 用 人 数 人

使 用 室 名

承 認 条 件

明石市立産業交流センター使用（変更）許可申請書

　　年　　月　　日

太枠内のみご記入ください。

　入場料・会費等徴収の有無

　有　（1人　　　　　　円）

　無

申 請 者 　住所　　〒（　　　-　　　　）
　(所在地)

　団体名

　氏名（代表者名）

　会場責任者

（電話）

（電話）

（電話）

　(1)　　　　年　　月　　日（　　曜日）午前・午後・夜間・午前午後・午後夜間・全日

　(2)　　　　年　　月　　日（　　曜日）午前・午後・夜間・午前午後・午後夜間・全日

　(3)　　　　年　　月　　日（　　曜日）午前・午後・夜間・午前午後・午後夜間・全日

　(4)　　　　年　　月　　日（　　曜日）午前・午後・夜間・午前午後・午後夜間・全日

　展示場全面

　展示場1/2面

　展示場1/4面

　展示場1/8面

基本利用料金 　(1)

　(2)

　(3)

　(4)

附属設備
利用料金

及び
超過金額

使 用 す る
附 属 設 備

合　計

　□　プラズマディスプレイ

　□　音響設備（マイク・カセット・CD）

　□　プロジェクター（移動式）

　□　金屏風
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